
（３）当事業所の職員体制

（令和6年4月1日現在）

説明日　：　令和　　　年　　　月　　　日

私は、契約書及び本書面により、事業者から居宅介護支援事業についての重要事項の説明を受け同意致しました。

法人名 認定特定非営利活動法人 エルタ　居宅介護支援事業所エルタ

住 所 福島県福島市東浜町１０番１６号

代表者 小林　康男 ㊞
（４）事業所受付窓口の営業日及び営業時間

説明者 ㊞

住　所 ２　通常のサービス提供地域

氏　名 ㊞

3　サービスの方法・内容および利用料金等について

住　所

氏　名 ㊞
（本人との関係：続柄　　　　） （１）サービス利用料（ケアプラン作成料）

１　居宅介護支援事業所エルタの概要

（１）  事業の目的および運営方針 ② 解約料について

③ その他

4　利用について

（１）サービスの利用開始

（２）事業所の概要 当事業所に依頼があり、契約締結後、サービスの提供を開始します。 

認定特定非営利活動法人 エルタ （２）サービスの終了

理事長　　小林　康男 ① 利用者はいつでも申し出ることにより、本契約を解除することができます。

居宅介護支援事業所エルタ

管理者　

福島県福島市東浜町10番16号 1) 利用者が事業所職員に本契約を継続し難い程の背信行為を行い、その状態が改善されない場合

TEL：024-573-2679　　FAX：024-573-1689

事業者番号　第　0770104172

※通常のサービス提供実施地域の利用者は、交通費の自己負担はありません。通常のサービス提供実施地域以外の
利用者の方から居宅介護支援の要請があった場合は、実施地域の境界から１ｋｍ当り５０円（片道、消費税込）の
交通費がかかります。

サービス提供方法・内容

要介護者・要支援者等の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環
境、要介護者・要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する介護サー
ビス等の種類及び内容、居宅サービス計画を作成すると共に、サービス計画
に基づき、各サービスの提供が確保されるよう各サービス事業所との連絡調
整その他便宜の提供を行います。

① 居宅サービス計画作成費については、介護保険法令の介護報酬告示上の額によります。要介護認定又は要支援認
定を受けられた方は介護保険より全額給付されるため自己負担はありません。　※ご利用料金については、別紙料
金表記載の通り。

事業の目的

 認定特定非営利活動法人エルタが開設する居宅介護支援事業所エルタが行う居宅介護支援事
業の適切な運営を確保する為に人員及び運営に関する事項を定め、介護保険法に基づき利用者
がその有する能力に応じて自立した生活を送れるよう、適正な居宅介護支援を提供することを
目的とします。

　 解約料は一切かかりません。但し、契約を解約した場合は、厚生労働大臣が定める居宅介護支援利用料の当該月
分を事業者にお支払いいただきます。

【利用者】

電話番号

介護保険法

所在地

　保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合は、全額自己負担となります。その際は、サービス提供証明
書を発行致します。後日、サービス提供証明書を市町村窓口に提出しますと払い戻しを受けられます。

② 事業所は次の理由に当てはまる場合、利用者に対して、文書で通知することにより、本契約を解約することがで
きます。

管理者
常勤兼務

事業所の運営および業務の一元管理・法令順守の指揮命令

運営方針

 居宅介護支援事業所エルタの介護支援専門員は、利用者が要介護・要支援状態となった場合
においても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
が出来るよう支援します。又、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者
の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効果的に提供される
よう関係市町村とも連携を持ち、利用者の立場に立って、公正中立に行われるよう努めるもの
とします。

（１名）

８：３０  ～  １７：３０

福島市

設置者名

代表者

事業者名

管理者名

営業時間

サービス提供地域

居宅介護支援事業所エルタ 重要事項説明書

【代理人】

職員数 業務内容

【事業者】

主任介護支援専門員
常勤兼務

居宅介護支援業務
（1名以上）

介護支援専門員
常勤兼務

居宅介護支援業務
（１名以上）

営業日 月曜日　～　金曜日（祝祭日・年末年始）を除く

職種



③次の事由に該当した場合は本契約は自動的に終了します。 7　提供するサービスの第三者評価の実施状況

1)     利用者が社会福祉施設に入所した場合

2)     利用者の要介護認定・要支援認定区分が 、非該当（自立）と認定された場合

3)  利用者が死亡した場合 8　事故発生の対応及び賠償責任

4)  やむを得ない事情により事業所を閉鎖する場合

（３）居宅介護支援サービスのご利用にあたり

（1）複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。 9　緊急時における対応方法

（2）当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であること。
② 事業所より担当の介護支援専門員を選任します。

居宅介護支援事業所エルタ

ＴＥＬ ： ０２４－５７３－２６７９

（４）指定居宅介護サービス事業者への連絡調整について 担当者 ： 管理者

10　サービス内容に関する相談、苦情について

（５）入院時における医療機関との連携について ①    当事業所の相談、苦情窓口

居宅介護支援事業所エルタ

ＴＥＬ ： ０２４－５７３－２６７９

（６）  緊急時及び事故発生時の対応方法 担当者 ： 管理者

②  その他苦情申出連絡先

福島市　介護保険課 ＴＥＬ：０２４－５２５－６５８７

福島県国民健康保険団体連合会 ＴＥＬ：０２４－５２８－００４０

11　その他運営に関する重要事項

5　秘密保持と個人情報の保護ついて

（１）利用者、その家族に関する秘密の保持について

（１）採用時研修　採用後3か月以内　（２）継続研修　　毎月1回以上

（２）個人情報の保護について

6　虐待防止に関する措置

　事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止等のため次の措置を講ずるものとする。

（1）虐待を防止する為の従事者に対する研修の実施

（2）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

（3）その他虐待防止の為に必要な措置

2　事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は擁護者（利用者の家族等高齢者を現に擁護する者）による虐待を
受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

　契約者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご家族、契約者に係る居宅介護
支援事業所等に連絡を行う共に、必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しま
す。又、当事業所が利用者に対して行った居宅介護支援事業の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、
損害賠償を速やかに行います。① 利用者やその家族に対し、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、以下の内容を求めることが

できる。

サービス提供中に容態の急変等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、ご家族、又は、利用者が予め
指定する連絡先に連絡を取るものとします。

緊急時対応窓口

③ 介護支援専門員の変更を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望す
る理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。

３　利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計
画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠
慮なく申し出てください。尚、当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
の利用状況は別紙料金表の通りです。

　契約者に係るサービス担当者会議等の正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意書を文書によ
り得た上で、契約者又はその家族の個人情報を用いることができるものとします。

①    指定居宅介護サービスの提供中に利用者の容態の急変が生じた場合、事前の打ち合わせにより、速やかに主治医、家
族等に連絡を取る等必要な措置を講じます。

苦情受付機関
②    指定居宅介護サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し、応急措置、医療関係への搬送等の措置を講
じると共に、速やかに市町村、家族等に事故発生状況及び今後の対応等について報告致します。又、その原因を解明し再
発防止策を講じます。

　事業所は、従業者の資質向上の為に次の通り研修の機会を設けるものとし、又、業務の執行体制についても検
証、整備するものとする。

　事業者及び介護支援専門員は、サービスの提供をする上で知り得た利用者及び、その家族に関する情報を、理由なく第
三者に開示しません。この秘密保持義務は、契約終了後も継続します。

２　この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は認定特定非営利活動法人エルタと事業所の管理者との協
議に基づいて定めるものとする。

事業所・相談・対応窓口

　利用者の入院時に担当するケアマネジャーの事業所名及び氏名等を入院先の医療機関に、提供するようお願い致しま
す。

　担当介護支援専門員が利用者に代わって、居宅サービス計画に基づいて居宅介護サービス事業者等と連絡・調整を図
り、サービス提供を手配致します。

 （1）実施の有無　　（　有　・　無　）


